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１．エネルギー消費の動向
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最終エネルギー消費（2018年度）

（単位：百万kl）

2013年度
※実績値

2018年度 差分
主な増減要因
（2018年度）

エネルギーミックス

ミックス実現に向けた課題2030年度
対策前

2030年度
対策後

全
体

363.8 338.9 ▲24.9 376 326
（▲50.3）

産
業

168.3 158.0 ▲10.3

経済活動が緩やかに拡大した
が、鉄鋼やエチレンの生産量
の減少や省エネの進展等によ
り減少

180 170
（▲10.4）

省エネ設備投資の促進による
エネルギー消費効率（原単
位）の更なる改善が課題

業
務

59.2 54.4 ▲4.7
照明や空調等の機器の効率
が向上し、原単位が改善 69 56

（▲12.3）

業務延床面積の増加による
増エネが想定される中、EMS
の普及も含めた機器効率の
更なる向上や建築物の省エネ
化等が課題

家
庭

52.8 47.3 ▲5.5

照明や空調等の機器の効率
が向上。足元では、暖冬など
の気候要因による需要減少も
影響

50 38
(▲11.6）

・家電の更なる効率化は、従
来技術の延長だけでは困難
・住宅の断熱強化も課題

運
輸

83.6 79.2

▲4.4
乗用車の燃費向上等により
需要減少（旅客分野だけで
▲3.0）

78 62
（▲16.1）

・更なる燃費向上に加え、
EV・PHVやFCVの普及加速
が課題
・電動化が難しいトラックにつ
いては物流効率化も重要

旅客 49.9
貨物 33.6

旅客 46.9
貨物 32.2

 各分野において省エネは着実に進展しているものの、ミックスの実現に向けては、更なる取組が必要。
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 エネルギーミックスは、1.7％の経済成長を前提として想定した2030年度の最終エネルギー需要に対し、
徹底した省エネ対策を実施することで、そこから5030万kl程度の削減を見込んでいる。
※CO2は1.88億t削減に相当(2013年度比▲15.2％)、温対計画全体では、3.08億tの削減（同▲25％）

長期エネルギー需給見通し（エネルギーミックス）における省エネ目標
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2030年度2013年度
3.61億kl

3.26億kl程度
（対策後）

産業
1.60億kl

業務
0.65億kl

運輸
0.84億kl

家庭
0.52億kl

3.76億kl
（対策前）

産業
1,042万kl

業務
1,226万kl

運輸
1,607万kl

家庭
1,160万kl

＝

2018年度

産業
1.58億kl

業務
0.54億kl

運輸
0.79億kl

家庭
0.47億kl

3.39億kl
（実績）

家庭
0.38億kl

産業
1.70億kl

業務
0.56億kl

運輸
0.62億kl

②徹底した省エネ対策
5,030万kl程度削減

【機器等の省エネ】

1.7％成長を見込んだ

【生産水準・延床面積等】

×

＝

エネルギー消費の動向
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エネルギーミックスの省エネ対策の進捗状況（2018年度）

業務部門 ＜省エネ量▲1,227万kl＞

運輸部門 ＜省エネ量▲1,607万kl＞

産業部門 ＜省エネ量▲1,042万kl＞

家庭部門 ＜省エネ量▲1,160万kl＞

2018年度時点で▲275万kl（進捗率：26.3％）
※標準削減量▲347万kl

2018年度時点で▲332万kl（進捗率：27.1％）
※標準削減量▲409万kl

2018年度時点で▲444万kl（進捗率：27.6％）
※標準削減量▲536万kl

2018年度時点で▲290万kl（進捗率：24.9％）
※標準削減量▲387万kl

 主な対策

• LED等の導入［145.0万kl/228.8万kl (63.4%) ］

•高効率な冷凍冷蔵庫やルーター・サーバー等の導入
［51.2万kl/278.4万kl (18.4%) ］

• BEMSの活用等によるエネルギー管理の実施

［58.6万kl/235.3万kl (24.9%) ］

 主な対策

• LED等の導入 ［143.9万kl/201.1万kl (71.6%) ］

• トップランナー制度等による機器の省エネ性能向上

［31.8万kl/133.5万kl (23.8%) ］

• 住宅の省エネ化 ［36.3万kl/356.7万kl (10.2%) ］

 主な対策

• 次世代自動車の普及 ［128.6万kl /938.9万kl(13.7％) ］※

• その他の運輸部門対策［315.1万kl/668.2万kl (48.0％) ］

（内訳）貨物輸送 ［154.7万kl /337.6万kl（45.8％) ］
旅客輸送 ［160.5万kl /330.5万kl（48.6％) ］

 主な対策

• LED等の導入 ［71.6万kl/108.0万kl (66.3％) ］

• 産業用ヒートポンプの導入［7.0万kl/87.9万kl (8.0％) ］

• 産業用モータの導入 ［14.2万kl/166.0万kl (8.6％) ］

• FEMSの活用等によるエネルギー管理の実施
［11.9万kl/67.2万kl (17.7％) ］

※「次世代自動車の普及」は2018年度実績が未集計のため、2017年実績値

全体 ＜省エネ量▲5,030万kl＞

2018年度時点で▲1,340万kl 【進捗率：26.6％（標準進捗率33.3％）】

2017年度時点で▲1,073万kl【進捗率21.3％（標準進捗率27.8％）】

2016年度時点で▲876万kl 【進捗率17.4％（標準進捗率22.2％）】

エネルギー消費動向エネルギー消費の動向
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省エネ対策前のパス
(経済成長率1.7%/年)

需要実績

省エネ対策後のパス
(経済成長率1.7%/年)

省エネよりも、ベース需要想定の
下振れ傾向がある。

(14-18年の平均経済成長率0.8%/年)
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エネルギーミックスにおける需要・省エネ想定と実績

 エネルギーミックスでは、1.7％の経済成長と5,030万kl程度の省エネ対策を前提に需要を想定。

 2018年度実績は、省エネ対策と需要の下振れにより、想定需要のパスを下回っている。

省エネ実績
▲1,340万kl
(進捗率26.6％)

需要の下振れ
▲1,411万kl

省エネ目標
▲5,030万kl程度

339

（厳冬）

（暖冬）

（暖冬）
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 再エネによる発電量の増加分は約1,300万klであることに対し、省エネ量は5,030万kl
（約3.9倍）

2030年度の省エネ見通しと再エネ発電量見通しの比較 エネルギー消費の動向

省エネ
（5,030万kl）

地熱（約85万kl）

水力（約123万kl）

■エネルギーミックスにおける2030年度の
「省エネ」によるエネルギー消費削減量と「再エネ」によるエネルギー増加量の比較

3.9倍

再エネ
（約1,300万kl）
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 IEAの省エネレポート（2019）によれば、世界のエネルギー需要が増加傾向にある中、エネル
ギーの経済効率は目標（年平均3％改善）に及んでいない。

IEA 省エネレポート（Energy Efficiency 2019）

世界の一次エネルギー需要の推移 世界のエネルギーの経済効率の推移

 2018年の世界の一次エネルギー需要は前年
比2.3％増

 特に、中国、インド、米国での需要増の影響が
見られる。

 2018年の一次エネルギーの経済効率（GDP当
たりのエネルギー消費）は、前年比で1.2％改善

 国際平均は3年連続で低下し、IEAが目指す年
平均3％改善を下回っている。

IEA (forthcoming), World Energy Outlook 2019; IEA (2019a), World Energy Balances 2019 (database).

エネルギー消費の動向
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 自動車の省エネ性能の向上や、製造プロセスの改善などにより、世界的に大幅なCO₂の削減が
進展している。

技術的な効率とCO₂排出量の関係（2015～2018）

IEA (forthcoming), World Energy Outlook 2019; IEA (2019a), World Energy Balances 2019 (database).

 2015～2018年にかけての技術的な効率の向
上により、累積で、35億トンのCO₂排出量を回
避しているとの推計

技術的な効率により、削減された石油・ガス輸出割合

 例えば、日本では、技術的な効率の向上により、
ガス・石油の輸入がそれぞれ約20％以上削減さ
れているとの試算

IEA 省エネレポート（Energy Efficiency 2019） エネルギー消費の動向



２．これまでの省エネルギー政策の進捗と課題
①産業・業務部門
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ベンチマーク制度の現状

鉄鋼

22％

化学

24%

窯業土石

4％

その他

業務
その他製造・非製造

（食品・金属機械・農林業）

高炉・電炉

エチレン・ソーダ等

セメント

国家公務
洋紙・板紙

8％ 25％

紙ﾊﾟﾙﾌﾟ
3％

事務所・ビル
5％

卸小売・
デパート・スーパー

5％
ホテル・旅館2％

貸事務所

ﾊﾟﾁﾝｺﾎｰﾙ

大学

学校
2％ 娯楽場

1％

2019年度導入

産業・業務部門の7割カバーを達成

ホテル

百貨店

スーパー

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

2019年度導入

ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ
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産業・業務部門

 ベンチマーク制度とは、原単位目標（５年度間平均エネルギー消費原単位の年１％改善）とは
別に、目指すべきエネルギー消費効率の水準（ベンチマーク目標）を業種別に定めて達成を求
めるもの。

 2009年度より、エネルギー使用量の大きい製造業から導入し、2016年度からは流通・サービス
業にも対象を拡大。

 2019年4月1日から大学、パチンコホール、国家公務が対象となり、産業・業務部門のエネル
ギー消費の約7割をカバーするものとなっている。



 2019年度報告（2018年度実績）では、優良事業者（Sクラス）は前年と同水準だが、省エ
ネ停滞事業者（Bクラス）が減少、Aクラスが増加。

 産業部門のベンチマーク制度は、電力供給業、石油化学製品製造業、コンビニエンスストア業に
おいて、達成事業者数が40％を超えている。

 業務部門のベンチマーク制度は、導入から複数年が経過し、着実に達成率が向上している。
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工場等規制の執行状況

Ａクラス

省エネの更なる努力が
期待される事業者

【水準】
Ｂクラスよりは省エネ水準は高いが、
Ｓクラスの水準には達しない事業者

【対応】
メールを発出し、努力目標達成を
期待。

Ｓクラス

省エネが優良な事業者
【水準】
①努力目標達成 または、
②ベンチマーク目標達成

【対応】
優良事業者として、経産省ＨＰで
事業者名や連続達成年数を表示。

Ｃクラス

注意を要する事業者
【水準】
Ｂクラスの事業者の中で特に判
断基準遵守状況が不十分

【対応】
省エネ法第６条に基づく指導を
実施。

Ｂクラス
省エネが停滞している事業者

【水準】
①努力目標未達成かつ直近2年連続で原

単位が対前度年比増加 または、
②5年間平均原単位が5％超増加

【対応】
注意喚起文書を送付し、現地調査等を重
点的に実施。

Ｓクラス Ａクラス Ｂクラス Ｃクラス

2015（2010～2014年度） 7,775者（68.6%） 2,356者（20.8%） 1,207者（10.6%） 13者

2016（2011～2015年度） 6,669者（58.3%） 3,386者（29.6%） 1,391者（12.2%） 25者

2017（2012～2016年度） 6,469者（56.7%） 3,333者（29.2%） 1,601者（14.0%） 38者

2018（2013～2017年度） 6,468者（56.6％） 3,180者（27.8％） 1,784者（15.6％）
精査中

2019（2014～2018年度） 6,434者（56.6％） 3,719者（32.7％） 1,217者（10.7％）

工場等規制：事業者クラス分け評価制度（SABC評価）

産業・業務部門



区分 事業 ベンチマーク指標（要約） ベンチマーク目標 導入年度
2019年度定期報告に
おける達成事業者数

１Ａ 高炉による製鉄業 粗鋼生産量当たりのエネルギー使用量 0.531kℓ／t以下 平成21年度
0 / 4

（0.0%）

１Ｂ
電炉による普通鋼
製造業

上工程の原単位（粗鋼量当たりのエネルギー使用量）と
下工程の原単位（圧延量当たりのエネルギー使用量）の和

0.143kℓ／t以下 平成21年度
5/31

（16.1%）

１Ｃ
電炉による特殊鋼
製造業

上工程の原単位（粗鋼量当たりのエネルギー使用量）と
下工程の原単位（出荷量当たりのエネルギー使用量）の和

0.36kℓ／t以下 平成21年度
5/16

（31.3%）

2 電力供給業
火力発電効率Ａ指標
火力発電効率Ｂ指標

A指標:1.00以上
B指標:44.3%以上
[平成28年度まで：
100.3%以上]

平成21年度
36/85

（42.4%）

3 セメント製造業
原料工程、焼成工程、仕上げ工程、出荷工程等それぞれの

工程における生産量（出荷量）当たりのエネルギー使用量の
和

3,739MJ／t以下
[平成28年度まで：
3,891MJ／t以下]

平成21年度
5/16

（31.3%）

４Ａ 洋紙製造業 洋紙製造工程の洋紙生産量当たりのエネルギー使用量
6,626MJ／t以下
[平成28年度まで：
8,532MJ／t以下]

平成22年度
3/18

（16.7％）

４Ｂ 板紙製造業 板紙製造工程の板紙生産量当たりのエネルギー使用量 4,944MJ／t以下 平成22年度
7/32

（21.9％）

5 石油精製業
石油精製工程の標準エネルギー使用量（当該工程に含まれ

る装置ごとの通油量に適切であると認められる係数を乗じた値の
和）当たりのエネルギー使用量

0.876以下 平成22年度
3/8

（37.5％）

６Ａ
石油化学系基礎
製品製造業

エチレン等製造設備におけるエチレン等の生産量当たりのエネ
ルギー使用量

11.9GJ／t以下 平成22年度
4/9

（44.4％）

６Ｂ ソーダ工業
電解工程の電解槽払出カセイソーダ重量当たりのエネルギー

使用量と濃縮工程の液体カセイソーダ重量当たりの蒸気使用
熱量の和

3.22GJ／t以下
[平成28年度まで：
3.45GJ／t以下]

平成22年度
8/22

（36.4%）

ベンチマーク制度の達成状況（１）
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産業・業務部門

※青字は達成率40％以上



区
分

事業 ベンチマーク指標（要約） ベンチマーク目標 導入年度
令和元年度定期
報告における達成

事業者数

7
コンビニエンス
ストア業

当該事業を行っている店舗における電気使用量の合計量を当該店舗の売上高の合
計にて除した値

845kWh／百
万円以下

平成28年度
9/19

（47.4％）

8 ホテル業
当該事業を行っているホテルのエネルギー使用量を当該ホテルと同じ規模、サービス、

稼働状況のホテルの平均的なエネルギー使用量で除した値
0.723以下 平成29年度

41/231
（17.7％）

9 百貨店業
当該事業を行っている百貨店のエネルギー使用量を当該百貨店と同じ規模、売上

高の百貨店の平均的なエネルギー使用量で除した値
0.792以下 平成29年度

22/81
（27.2％）

10
食料品
スーパー業

当該事業を行っている店舗のエネルギー使用量を当該店舗と同じ規模、稼働状況、
設備状況の店舗の平均的なエネルギー使用量で除した値

0.799以下 平成30年度
59/288
（20.5％）

11
ショッピング
センター業

当該事業を行っている施設におけるエネルギー使用量を延床面積にて除した値
0.0305kl/㎡

以下
平成30年度

13/113
（11.5％）

12 貸事務所業
当該事業を行っている事務所において省エネポテンシャル推計ツールによって算出され

る省エネ余地
16.3%以下 平成30年度

35/216
（16.2％）

13 大学

当該事業を行っているキャンパスにおける当該事業のエネルギー使用量を、①と②の
合計量にて除した値を、キャンパスごとの当該事業のエネルギー使用量により加重平均
した値
①文系学部とその他学部の面積の合計に0.022を乗じた値
②理系学部と医系学部の面積の合計に0.047を乗じた値

0.555以下 平成31年度 -

14 パチンコホール業

当該事業を行っている店舗におけるエネルギー使用量を①から③の合計量にて除した
値を、店舗ごとのエネルギー使用量により加重平均した値
①延床面積に0.061を乗じた値
②ぱちんこ遊技機台数に年間営業時間の1/1000を乗じた値に0.061を乗じた値
③回胴式遊技機台数に年間営業時間の1/1000を乗じた値に0.061を乗じた値

0.695以下 平成31年度 -

15 国家公務

当該事業を行っている事業所における当該事業のエネルギー使用量を①と②の合計
量にて除した値を、事業所ごとの当該事業のエネルギー使用量により加重平均した値
①面積に0.023を乗じた値
②職員数に0.191を乗じた値

0.700以下 平成31年度 -

ベンチマーク制度の達成状況（２）

14

産業・業務部門
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ベンチマーク制度の見直し

現在 目標年度
（2030年度）

ベンチマーク
指標

目標値

改
善→

中長期計画書にベンチマーク目標
達成に向けた投資計画等を記載

補助金等における優遇措置を講じ、
高い省エネ目標であるベンチマーク
目標の達成を促す

令和２年度の議論（予定）：
• 事業者間のベンチマーク実績

値のばらつきが大きい一部の
業種に関して、適切な指標設
定とすべく見直しを実施

• 国際的な観点からのベンチ
マーク制度の検証

■ベンチマーク制度見直しの全体像と令和2年度の議論

産業・業務部門

・目標年度（2030年度）
までに、BM対象事業者の過
半数が達成した場合等に
は、目標値の見直しを検討
する。
（令和元年度 工場等判断基準
WG取りまとめ）

 産業部門のベンチマーク制度について、令和元年度の「工場等判断基準ＷＧ」において議論が
なされ、目標年度を2030年度とし、過半数の事業者が達成した場合等には、目標値の見直
しを検討することとした。また、中長期計画書に記載された投資計画を活用し、省エネ投資を支
援していくこととした。

 今後は、業種ごとの実態を踏まえた指標設定、国際的な観点からのベンチマーク目標を検証
する。
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火力発電の高効率化

 火力発電に係るベンチマーク制度は、平成27年度の見直しでエネルギーミックスと整合するようにする
とともに、燃料種毎の発電効率の目標値を踏まえて、ベンチマークを改正した。

 エネルギーミックスの達成に向けては、非効率石炭火力のフェードアウトを確実なものにする必要が
あり、7月13日に開催された電力・ガス基本政策小委員会で見直しの議論が開始された。

※足下の石炭火力比率は32%（うち非効率石炭は16%）。一方、エネルギーミックスにおける2030年度の石炭火力比率は26％

産業・業務部門

自家発
自家消費分

３％

◆亜臨界圧（SUB-C）

発電効率38％以下

◆超臨界圧（SC）

発電効率38～40％程度

◆石炭ガス化複合発電（IGCC）

発電効率46～50％程度

◆超々臨界圧（USC）

発電効率41～43％程度

⇒非効率石炭火力による発電を削減するため、新たな措置を検討

■石炭火力発電による発電量の内訳（推計）
（全発電量に占める割合）

今後、建設中の最新鋭
石炭火力の運転開始により、
高効率石炭火力による発電
比率が約20％となる可能性

計32％
非効率
16％

高効率
13％

※ 電気事業法に基づく発電事業者に対して、石炭火力発電所（設備容量の過半を売電に充てているもの）
について、経済産業省においてその発電方式を確認し集計。

計114基※

計約3,300億kWh（2018年度）



 2005年から開始されたEU域内での排出量取引制度。EU加盟28ヶ国にアイスランド、リヒテンシュタ
イン、ノルウェーを加えた31カ国が参加。EUの排出量の約45％をカバー。

 対象は、発電所、石油精製、製鉄等のエネルギー多消費施設及び航空部門であり、EU内の設備
の上位10％の平均がベンチマーク（無償割当の対象）となっている。

17（出典：環境省地球環境局市場メカニズム室 「諸外国における排出量取引の 実施・検討状況（2016年6月）」）

■実施スキームの概要（ 2013～2020年の第3フェーズ）

排出枠 欧州全体で排出総量の上限を設定し、2020年時点で2005年比▲21%

割当方法
排出枠を有償で販売（オークション）及び一部無償割当
※制度開始当初は、各国が総量の上限を設定し、排出枠を主に無償で割当てていたが、
第3フェーズ以降はEU共通基準で、今後はオークションを拡大する方法へ。

対象セクター 発電、産業、航空、アルミ、化学等

制度
対象者

単位 設備単位（航空部門以外の固定施設）、フライト単位（航空部門）

要件

・固定施設（プロセス）：1.1万の固定施設を指定
ー 熱入力2万kWを超える燃焼設備（注：1500kL/年より一桁大きい）
ー 発電所、製鉄（6プロセス：焼結、コークス製造、高炉など）、石油精製、セメント等

・航空部門：欧州域内のフライト（2012年～）。600の航空会社を指定。

基準
（目標値、無償割当）

EU内の全設備の上位10％の平均がベンチマーク

対象ガス CO2、N2O（化学、2013年～）、PFC（アルミ、2013年～）

2015年削減実績
・▲5.7％（2013年比）
・▲24.3％（2005年比）

海外の取組（欧州域内排出量取引制度（EU-ETS）） 産業・業務部門



 「定期報告書WEB入力・申請システム」を2021年度定期報告（2021年6月末が提出期限）か
ら導入し、作成支援、電子申請、DBを一体化。作成支援及びエラーチェック機能を強化し、事業
者と国の作業コストを大幅に削減する。令和３年５月にシステム公開予定。

 また、事業者の省エネ取組を促進するため、定期報告書を分析し、同業他社と比較、他社の先進
事例等を紹介するようなフィードバック（情報提供）を本年3月より運用開始した。

18

（参考）定期報告書等の電子化及び情報提供

■定期報告書の情報提供（イメージ）

産業・業務部門



２．これまでの省エネルギー政策の進捗と課題
②民生部門
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 建築物省エネ法（2019年5月公布）の改正により、建築確認手続における省エネ基準の適合要
件の対象拡大や、設計者（建築士）から建築主への説明が義務付けられた。省エネ基準への適
合を推進していく。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）の改正概要 民生部門

改正前

建築物 住宅

大規模
（2,000㎡

以上）
適合義務

【建築確認手続きに連動】
届出義務

【基準に適合せず、
必要と認める場合
：指示・命令等】

中規模
（300㎡

以上
2,000㎡未

満）

届出義務
【基準に適合せず、
必要と認める場合
：指示・命令等】

小規模
（300㎡
未満）

努力義務
【省エネ性能向上】

努力義務
【省エネ性能向上】

改正後

建築物 住宅

適合義務
【建築確認手続きに連動】

届出義務
【基準に適合せず、必要と認め

る場合、指示・命令等】

所管行政庁の
審査手続を合理化

⇒ 監督（指示・命令等）

の実施に重点化

適合義務
【建築確認手続きに連動】

努力義務
【省エネ基準適合】

＋
建築士から建築主
への説明義務

努力義務
【省エネ基準適合】

＋
建築士から建築主
への説明義務

トップランナー制度
【ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ基準適合】

トップランナー制度
【ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ基準適合】

対象の拡大持家 建売戸建

持家
建売戸建
注文戸建

貸家 賃貸アパート

特定建築物 特定建築物



 国内の住宅の断熱性能について、S55年基準以下のものは約７割。

 S55基準の住宅性能は、年間暖冷房エネルギー消費量において、H11年基準の約2倍。
●

 建築物省エネ法では、以下の義務を課している。

– 新築住宅で延べ床300㎡以上：省エネ性能の届出義務

– 新築住宅で延べ床300㎡未満：省エネ基準適合への努力義務、建築士からの建築主への説明義務

住宅の断熱性能等の現状

S55年基準に満たないもの
（無断熱等）（32％）

現行基準（H11年基準）
（10％）

S55(1980)年基準
（36％）

H4(1992）年基準
（22％）

■住宅ストック約5,000万戸の断熱性能(平成29年度) ■年間暖冷房エネルギー消費量の試算

28 

20 
17 

13 

0

5

10

15

20

25

30

S55以前 S55基準 H4基準 H11基準

（GJ/年・戸）

※国交省において、一定の仮定をおいて試算

※H11基準と左グラフ現行基準は同様

※建築物省エネ法に基づく統計データ、事業者アンケート等により推計（2017年）
※ここで、現行基準は、建築物省エネ法のH28省エネ基準（エネルギー消費性能基準）の断熱基

準をさす（省エネ法のH11省エネ基準及びH25省エネ基準（建築主等の判断基準）の断熱基
準と同等の断熱性能） 21

民生部門

（13GJ/年→28GJ/年）



 平成29年度に新築された住宅における建築物省エネ法の省エネ基準適合率は、62％となって
いる。

規模・用途別の省エネ基準適合率（平成29年度）

22

民生部門

大規模
（2,000㎡以上）

中規模
300㎡以上
2000㎡未満

小規模
（300㎡未満）

全体

62%

62%

60%

62%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大規模
（2,000㎡以上）

中規模
300㎡以上
2000㎡未満

小規模
（300㎡未満）

全体

75%

91%

95%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

―
（省エネ基準適合義務化）

■住宅■建築物

※ 届出制度によるデータや国土交通省が実施したアンケート結果に基づき面積ベースで算定。
共同住宅については、届出制度において、住棟単位で提出される省エネ計画書が１住戸でも基準に不適合の場合は当該計画書が基準不適合となり指示・命令の対象となることを踏
まえ、計画書（住棟）ごとの省エネ基準への適否に基づき適合率を算定している。なお、住戸ごとの省エネ基準への適否に基づき省エネ基準への適合率を算定すると、大規模住宅は
74%、中規模住宅は75%となる。



 中小工務店・建築士に対して、省エネ基準への習熟状況についてアンケート調査を行ったところ、中
小工務店・建築士ともに、省エネ計算ができると回答した者は約５割であった。

建築士等の省エネ基準への習熟状況

23

民生部門

中小工務店の習熟状況

建築士の習熟状況

一次エネルギー消費量 外皮性能

計算できない
49.5%

計算できる
50.5%

計算できない
46.2%

計算できる
53.8%

計算できない
50%

計算できる
50%

計算できない
48.7%

計算できる
51.3%

一次エネルギー消費量 外皮性能

調査方法 ：インターネット調査（平成30年度実施）
調査対象 ：住宅瑕疵担保責任保険登録者のうち、住宅の設計又は施工を請け負う住宅生産者（有効回答318社）
調査実施者：（一社）リビングアメニティ協会（国土交通省の補助事業により実施）

＜調査概要＞

調査方法 ：アンケート調査（平成30年度実施）
調査対象 ：平成29年度に確認済証を受けた300㎡未満の住宅を設計した建築士事務所（有効回答801社）
調査実施者：（公社）日本建築士会連合会（国土交通省の補助事業により実施）

＜調査概要＞
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 建築物省エネ法の改正により、従来の建売戸建住宅に加えて、注文戸建住宅、賃貸アパートが新
たにトップランナー基準の対象として追加された。

建築物に係るトップランナー基準

（出典：国土交通省「住宅トップランナー制度に関する事業者向け説明会資料（2020年1月）」）

対象事業者 目標年度
トップランナー基準

外皮※1 一次エネルギー消費量※2

注文戸建住宅 年間300戸以上供給 2024年度

建築物省エネ法に
定める基準に適合

建築物省エネ法に定める基準※3

に比べて25%削減
※当面の間は20%削減

賃貸アパート 年間1,000戸以上供給 2024年度
建築物省エネ法に定める基準※3

に比べて10%削減

建売戸建住宅 年間150戸以上供給 2020年度
建築物省エネ法に定める基準※3

に比べて15%削減

※1 各年度に供給する全ての住宅に対して求める水準
※2 各年度に供給する全ての住宅の平均に対して求める水準
※3 その他一次エネルギー消費量を除く

民生部門
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高断熱建築材料の普及に向けた取組み

グラスウール ロックウール

押出法
ポリスチレンフォーム

(2013年12月施行、目標年度2022年度)

■断熱材に対するトップランナー制度

※2硬質ウレタンフォーム

(2020年4月施行、
目標年度2026年度) ※2 吹付け品については「吹付け硬質ウレタ

ンフォームの熱の損失の防止のための性能の
向上等に関するガイドライン」を公表、準建材
トップランナー制度として位置付け。

（平成29年10月17日開始、
目標年度2023年度）

■断熱材の種類と出荷割合※1（2017年）
※1経済産業省調べ（令和元年7月30日 ）

繊維系 発泡プラスチック系

グラス
ウール

ロック
ウール

セルロース
ファイバー

押出法
ポリスチレン
フォーム

硬質ウレタン
フォーム

ビーズ法
ポリスチレン
フォーム

フェノール
フォーム

住宅・非住宅
における断熱材の

出荷割合
53% 9% 1%未満 20%

11%
現場吹付け品:9％
ボード品:2％

5% 2%

メーカー 4社 2社 4社 3社 15社 41社 3社

民生部門

 改正建築物省エネ法を踏まえ、「建築物エネルギー消費性能基準等WG」において、住宅トップラ
ンナーの基準や省エネ性能の評価方法、地域毎の外皮基準の見直し等を実施した。

 さらに、省エネ法に基づく建材トップランナー制度における断熱材料について、市場への普及率等を
踏まえ、2020年4月から、硬質ポリウレタンフォームを対象とした（目標年度：2026年度）。
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高断熱建築材料の普及に向けた課題

 住宅からの熱損失の8割は、「壁、天井、床、開口部」 ※1となっており、省エネ性能の高いものへの
入替えが課題。

 このため、サッシ・ガラス・断熱材について、2022年度基準の建材トップランナー制度の着実な実施
を図っていく。

 また、窓の性能表示は、消費者等にとって内容が複雑※2であるため、省エネ性能の高い窓の普及に
向けて、分かりやすい表示のあり方の検討が必要。
※1 出典：冬の暖房時の例（平成１１年省エネルギー基準）一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会

※2 サッシとガラスにより構成される窓は同じ部材であっても大きさによって性能が変化する。

民生部門

■省エネ法に基づく窓の性能表示ラベル

断熱性能を表す熱貫流率を基に、
★１～４にて等級を示している。

■複層ガラス、サッシのトップランナー制度
（2014年11月施行、目標年度2022年度）

同じ部材を使っていても、大きさで性能が
変化し、ラベルの表示が変わるため、

消費者にとって分かりにくい。



 ZEH・ZEBの導入は進んでいるものの、目標達成のためには、更なる取組が必要となっている。

27

ZEH・ZEBにおける政府目標の進捗状況

25,074 
31,361 

40,092 40,920 

9,899 

11,627 

14,541 16,100 

0

20000

40000

60000

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

■新築注文戸建ZEHの供給戸数推移

ハウスメーカー 工務店

延床面積10,000㎡未満
（Nearly ZEB以上）

延床面積10,000㎡以上
（ZEB Ready以上）

庁舎
Nearly ZEB：2件
ZEB Ready：2件

ZEB Ready：2件

学校 ZEB Ready：2件 ZEB Ready：1件

病院
実績なし
（民間の実績件数：45件）

実績なし
（民間の実績数：4件）

集会所 Nearly ZEB：2件
実績なし
（民間の実績件数：3件）

■公共建築物等におけるZEB実績状況

※民間建築物の実績数：BELS件数（2020/5時点）より

民生部門

34,973

42,988

54,633 57,020

6/30時点

目標 進捗

ZEH

2020年まで ハウスメーカー等が新築する注文戸建住宅の半数以上  2019年度の新築注文戸建住宅（約28万戸）におけ
るZEH供給戸数実績は5.7万戸※（20.3％）
⇒ 目標達成には更なる努力が必要

※ ZEHの設計・建築を行うZEHビルダー/プランナー4,856社の
実績（2020/6/30時点）

2030年まで 新築住宅の平均

ZEB
2020年まで

学校や病院といった新築公共建築物等について、
用途・規模別の計8区分（※下右表）のそれぞれ一棟以上

 2020年目標については、下記実績のとおり2019年度
時点で概ね達成
⇒ 2030年目標の達成に向けて、更なる努力が必要2030年まで 新築建築物の平均

■ZEH・ZEBの目標と進捗

*ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）／ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）：
断熱性能の向上・高効率設備導入による省エネ＋再生可能エネルギー導入により、年間のエネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅／建築物

ゼッチ ゼブ
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（参考）ZEH・ZEBの概要

 ZEBとは、建築計画の工夫による日射遮蔽・自然エネルギーの利用、高断熱化、高効率化を通じた
大幅な省エネの実現に加え、太陽光発電等の導入により、年間のエネルギー消費量が大幅に削減さ
れている建築物。

ZEB
（正味で100%以上省エネ）

エネルギー使用
の効率化

ZEB
Ready

一般
建築物

昇降機

給湯

空調

換気

照明

50%以上
削減 日射遮蔽

自然換気・昼光利用

エネルギーを極力
必要としない

＋

高断熱化 エネルギー
を創る

Nearly ZEB
（正味で75%以上省エネ）

 ZEHとは、断熱性能の向上とともに、高効率な設備導入により省エネルギーを図った上で、再生可能
エネルギーを導入し、年間のエネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅。

＋ ＋

エネルギーを極力
必要としない

（夏は涼しく、冬は暖かい住宅）

高断熱窓

Nearly ZEH
（正味で75%以上省エネ）

高性能
断熱材

高断熱化
（ZEH基準）

エネルギーを創る

給湯

照明

暖房

冷房

換気

20%削減

エネルギーを上手に使う

一般住宅
ZEH

（正味で100%以上省エネ）

民生部門



4.7%
6.2% 7.6%

8.2%
11.9%

15.4%
19.2% 20.3%

27.4%

34.4%

42.4%

47.9%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

一般工務店 全体 大手ハウスメーカー
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ZEH・ZEBの更なる普及に向けた課題

 新築注文住宅におけるZEH供給において、ハウスメーカーのZEH率は約５割だが、中小工務店は未
だに１割未満と低い水準。ハウスメーカーの更なるZEH供給割合の向上と、中小工務店における
ZEH実績積み上げが課題。

民生部門

■新築注文住宅のZEH化率の推移

（25,074
/91,510）

（31,361
/91,151）

（40,092
/94,571）

（40,920
/85,458）

（34,269
/288,880）

（42,953
/279,286）

（54,633
/285,084）

（57,020
/280,861）

（9,195
/19,370 ）

（11,592
/188,135）

（14,541
/190,513）

（16,100
/195,403）



 ZEHビルダー/プランナーの自社目標未達の理由としては、「顧客の予算」、「顧客の理解を引き出す
ことができなかった」、「体制の不備」が多くを占める。

 また、ZEBプランナーのZEB提案の失敗要因としては、「施主の予算が確保できない」、「技術的に
省エネ率50%を達成しない」が多い。

 今後は、住宅購入・新築時にZEHという選択が一般的になるような施策を検討することが必要。

ZEH・ZEB導入の課題 民生部門

出典：ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業調査発表会2019資料

■ZEHビルダー／プランナーの自社年間目標の未達理由（複数回答可） ■ZEBプランナーのZEB提案の失敗要因（複数回答可）

39

18

7

7

4

2

16

0 10 20 30 40

施主の予算が確保できない

技術的に省エネ率50%を達成しない

費用対効果が低い

スケジュールが間に合わない

設備の設置スペースが限られる

設備容量の削減が不可

その他

3,383 

2,109 

1,674 

859 

556 

527

142

32

501

0 1,000 2,000 3,000 4,000

顧客の予算

顧客の理解を引き出すことができなかった

体制不備

工期の問題

PVが足りなかった

補助金がもらえないから

省エネ（20%）削減ができなかった

ZEHの定義を誤解していた

その他

軸
ラ
ベ
ル

出典：ネット・ゼロ・エネルギー・ビル実証事業調査発表会2019資料

30
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 2018年度の新築戸建住宅着工数（約42万戸）におけるPV設備導入率は27.6%に留まってお
り、初期投資費用の負担等が課題となっている。

 FIT買取価格の推移も踏まえつつ、家庭における需給一体型モデルの推進等、ZEHやPV導入をど
のように進めていくべきかが課題となっている。

家庭用太陽光の設置状況 民生部門

■新築戸建住宅におけるPV設備の導入率

住宅の屋根が狭い等、導入可能な場所がないため

日当たりが悪い住宅のため

冬季の積雪により発電量があまり期待できないため

導入に当たっての初期投資費用が高いため

投資回収年数が長いため

どれくらいの年数が投資で回収できるか不安なため

高額になったりしないか不安があるため

導入しても長時間利用できるかわからないため

（既築のみ）住宅に不具合が生じる可能性があるため

デザイン上・美観上の問題があるため

太陽光発電のことをよく理解していないため

その他

27.6%
(117,312戸)

PV導入

PV非導入
72.4%

(308,316戸)

新築戸建
住宅着工数
425,628戸

■PVの導入を希望しない理由

出典：環境省「平成30年度パリ協定等を受けた中長期的な
温室効果ガス排出削減達成に向けた再生可能エネルギー導入拡大方策検討調査委託業務報告書」

■FIT買取価格の推移

42

37 31
26

21
34

30

25 25

40

32

24 18 13

0

10

20

30

40

50

10kW未満 10kW以上 ダブル発電

(円)

注）10kW未満は税込、10kW以上は税抜。10kW未満は「出力制御対応機器設置義務
なし」の区分等（2019年度まで）の買取価格。10kW以上は入札制度適用対象区分等は
除く。10kW以上の2020年度は、10kW以上50kW未満の区分等の買取価格。

出典：一般社団法人 太陽光発電協会「調達価格等算定委員会資料」
国土交通省「住宅着工統計」（2018年度）
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トップランナー制度（基準の策定状況）

 機器トップランナー制度は29機器、建材トップランナー制度は３建材が対象※

 直近では、令和2年4月に乗用車の2030年度燃費基準が施行。同年６月にガス温水機器と石油
温水器機器、磁気ディスク装置の基準がWGで取りまとめられた。現在、テレビ、エアコン、電気温水
器の新基準ついて審議中。

次期基準の審議開始又は開始予定

目標年度待ち又は次期基準案策定済

※特定エネルギー消費機器、特定熱損失防止建築材料

※30～32は建材トップランナー制度の熱損失防止建築材料

民生部門

次期基準 次期基準

検討中 検討中

軽・小型 2020 2030
2020年4月に2030年度を目標とする告示施

行
○ 14 2008 (2025)

バス 2025 2019年3月に告示施行 15 2006 (2025)

家庭用 2012 16 2012

業務用 2015 17 2012

3 2020 2019年4月に告示施行 18 2014

19 2008

20 2008

5 2017 21 2010

サーバ型 2021 22 2010

クライアント型 2022 23 2011

7 2011 (2023) 〇
2020年6月にWGで審議、取りまとめし、年度

内に告示施行予定
24 2017

小型 2022 25 2017

トラック・

トラクタ
2025 2019年3月に告示施行 26 2017 〇

2019年6月にWGで審議を開始、年度内にと

りまとめ予定

9 2003 27 2015

家庭用 2021 28 2027 2019年4月に告示施行

○

（LED,

蛍光灯）

業務用 2016 29 2020

家庭用 2021

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ

ﾌｫｰﾑ、ﾛｯｸｳｰﾙ、

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

2022

業務用 2016 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 2026
2020年4月に2026年度を目標とする告示

施行

ガス 2006 31 2022

石油 2006 32 2022

13 2008

30 断熱材

サッシ

複層ガラス

プリンター

電気温水機器

三相誘導電動機

電球

ショーケース

ルーティング機器

スイッチング機器

複合機

自動販売機

変圧器

ジャー炊飯器

電子レンジ

ＤＶＤレコーダー

ガス温水機器
〇

2020年6月にWGで審議、取りまとめし、年

度内に施行予定
石油温水機器

電気便座

目標年度
検討状況等

一部事業者の

報告徴収経過・待ち

12 ストーブ

ガス調理機器

11 冷凍庫

2019年1月にWGで審議を開始、年内にとり

まとめ予定

複写機

6 電子計算機 2019年4月に告示施行

磁気ディスク装置

〇

8 貨物自動車

ビデオテープレコーダー

10 冷蔵庫

照明器具

4 テレビジョン受信機 2012

経過・待ち

1 乗用自動車

2
エアコンディショ

ナー
〇

2019年12月にWGで審議を開始、年度内に

とりまとめ予定

目標年度
検討状況等

一部事業者の

報告徴収
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(注) ｢総合エネルギー統計｣では、1990年度以降、数値の算出方法が変更されている。（使用されている統計データが異なる。）
出典：日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」、資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」、総務省「住民基本台帳」を基に作成

 家庭におけるエネルギー消費については、1965年度以降、家電機器の普及・大型化・多様化など
に伴い、動力（冷蔵庫・洗濯機等大型家電）・照明用のシェアが増加している。

 また、暖房や給湯の消費エネルギーは依然として高い割合を占めている。

（参考）家庭の年間のエネルギー消費割合 民生部門

冷房

3.2%
暖房

25.4%

給湯

28.4%

ちゅう房

9.2%

動力・照明他

33.8%

2018年度
31,320
MJ/世帯

冷房

1.3%

暖房

29.9%

給湯

31.7%

ちゅう房

14.1%

動力・照明他

23.0%

1973年度
30,266
MJ/世帯

約1.1倍

冷房

0.5%

暖房

30.7%

給湯

33.8%

ちゅう房

16.0%

動力・

照明他

19.0%

1965年度
17,545
MJ/世帯

約1.7倍

■世帯当たりのエネルギー消費原単位と用途別エネルギー消費の推移
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トップランナー制度の審議状況

【エアコン】

実使用を考慮した低負荷領域の評価（※）

【ガス・石油温水機器】

モード熱効率の導入及び潜熱回収型機器の
普及率を踏まえて、目標基準値を設定。

【ヒートポンプ給湯器】

風呂熱回収等の新たな技術への対応

（風呂熱回収機能を評価する測定方法の導入）

【テレビ】

実使用を考慮した測定時の輝度条件の明確化

 家庭部門の省エネを一層進めるため、機械器具等の製造事業者によるエネルギー消費効率の向上
が不可欠。トップランナー制度の新たな基準策定を通じて、製造事業者の取組を強力に促進する。

 新たな基準策定に当たっては、効率改善だけでなく、エネルギー消費効率の測定方法の見直しや、
適切な表示による高効率機器の出荷拡大、実使用環境における省エネを促進していく。

0

2

4

6

8
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14

0 500 1000 1500 2000 2500

暖
房

負
荷

[k
W

]

時間[hour]

暖房負荷

H11基準超 H11基準 H4基準 S55基準

出所）建築研究所、「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評
価に関する技術情報（住宅）」より作成。

■住宅の断熱性能向上に伴うエアコンの負荷変化
（空調負荷のデュレーションカーブ）

■検討の方向性

民生部門

※低負荷（2kW）で稼働する時間が、
昭和55年基準と平成11年基準超では
大きく異なる。

S55基準 H4基準 H11基準 H11基準超

①年間暖房負荷[kWh] 5,633 4,048 2,834 1,838

②負荷発生時間[hour] 2,029 1,882 1,658 1,381

①÷② 平均負荷[kW] 2.78 2.15 1.71 1.33



調整内容積:
省エネ基準達成率:
年間消費電力量:

多段階評価:

小売事業者表示制度の審議状況

出所）ヒストグラムは省エネ型製品情報サイトのエアコンを基に経済産業省作成。

エアコン基準値達成率別の出現頻度

民生部門

■エアコン基準値の達成率別の出現頻度

例３
（c区分）

例２
（b区分）

例１
（a区分）

357㍑
108％

356 kWh
★★★★★

465㍑
77％

315kWh
★★★

402㍑
100% 

345 kWh
★★★★★

■冷蔵庫の区分ごとの統一省エネラベルの例（見直し前）

 家庭部門の省エネ促進のためには、消費者による省エネ機器の選択（購入）が重要であり、省エネ性能を
ラベルで示すことで省エネ機器の選択を促進している。

 省エネの更なる促進につながるラベルとするため、2020年7月の「小売事業者表示判断基準WG」におい
て、小売事業者表示制度を見直すこととされ、以下の見直すこととされた。

– ★の５段階評価から、41段階（1.0～5.0の）評価に変更

– 機器の区分ごとの省エネ評価による表示から、機器ごとに１つの省エネ評価による表示に変更

★2、★３区分内で低効率側に
製品が集中する傾向が見られるため、

より細分化した評価へ変更する。

区分毎で省エネ基準が異なるため、
省エネ性能（年間消費電力量）が優れている
例３よりも、例１・２の方が高評価になっている。

35

★1 ★2 ★3 ★4 ★5

基準値達成率（％）

5段階評価 41段階評価のイメージ

基準値達成率（％）

★5

★4

★3

★2

★1

80％ 110％ 140％

1.0

1.4 2.0

5.0

4.0

3.02.6

3.8

4.4
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 「ガス・石油機器判断基準WG」において、ガス温水機器及び石油温水機器について、定格効率か
ら実使用を念頭においたモード効率に測定方法を変更することとされた。今後は、各温水機器の横
断的な省エネ表示を検討する。

小売事業者表示制度の課題 民生部門

※定格効率：定格（最大）出力で連続運転した際の入力熱量及び出力熱量を測定して算出する効率
※モード効率：標準的な使用実態（給湯量、給湯温度、保温時間、周囲温度等）等を考慮し、モデル的なお湯の使い方を用いて算出した効率

 目安年間エネルギー使用料金等の表示:なし
※省エネルギーラベルのみを表示

 省エネ性能の★マークによる相対表示：なし

 目安年間エネルギー使用料金等の表示を検討

 各温水機器の横断的な表示を検討

◆ヒートポンプ給湯器

◆ガス温水機器

 目安年間エネルギー使用料金等の表示
:燃料消費量
※統一省エネルギーラベル(簡易版)を表示

 省エネ性能の★マークによる相対表示：なし

 省エネ評価指標: 定格効率

 目安年間エネルギー使用料金等のより分か
りやすい表示を検討

 各温水機器の横断的な表示を検討

 モード効率に変更（2020年6月のWGで了承）

現制度

見直しの方向性

見直しの方向性

現制度



一般消費者の省エネの促進

• 欧州では、家庭に対する税額控除等のほか、エネルギー
供給事業者に家庭の省エネを義務付けるといった制度
も導入されている。

 一般消費者の省エネ促進のためには、エネルギー供給事業者による情報提供も重要。
 2017年3月に公表した「エネルギー小売事業者の省エネガイドライン」に基づき、各社から一般消

費者への情報提供を行っている。
 今後は、海外の事例も参考にしつつ、家庭の更なる省エネ対策を検討する。

指針の項目
小売電気
事業者

ガス小売
事業者

(1)エネルギー使用量の前年同月値 10/10社 10/10社

(2)過去1年間の月別のエネルギー使用量
及び使用料金

10/10社 10/10社

(3)機器の使用方法の工夫による省エネ量
及び削減額

10/10社 10/10社

(4)省エネ機器の性能及び助成制度等 9/10社 9/10社

(5)その他事業者の創意工夫による情報提供 10/10社 9/10社

省エネ情報提供の実施状況

• 小売電気事業者及びガス小売事業者の多くが、一般消費
者に対するエネルギーの供給の事業を行う者が講ずべき措置
に関する指針（平成18年経済産業省告示第235号）に
従って消費者への情報提供を実施している。

海外の家庭部門の省エネ政策

民生部門
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EEO
：Energy Efficiency 
Obligation scheme
（省エネ義務化制度）

*



 自らの省エネ対策による証書の獲得と、他事業者との証書取引を可能とする制度。

 2006年に導入され、約2,000社の電気、ガス、暖房用燃料、自動車用燃料等の供給事業者が対象
になっている。
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■実施スキームの概要

（対策前）
（市場における
普及レベル）

（対策後）

義務
対象

約2,000社
（電気、ガス、暖房用燃料、自動車用燃料等の供給事業者）

対象
セクター

全セクター
（但し、EU-ETSの対象設備に対して実施された対策を除く）

証書

• 前年の市場シェアに応じて各事業者に目標値を割
り当て。

• 削減義務を負う事業者は、自ら省エネ対策を実施
して証書を獲得するだけではなく、他事業者との証
書取引が可能。

• 省エネ量算定時のベースラインは当該製品・技術
の市場普及度合いを考慮して設定され、証書の過
剰発行を回避。

• 導入製品・技術の耐用年数全体の累積省エネ量
に対して発行され、将来における省エネ量は年率
4%で割引き。

図 省エネ量算定時のベースラインの考え方

行政当局

●証書の発行●証書取引市場
の監視

●義務量の設定
●証書の発行
●罰金の決定

証書
取引市場

その他事業者

●対策の実施

義務を負う事業者

●証書の確保
●対策の実施 販売

販売

購入

エネルギー消費量

証書発行対象

（出典：仏・環境・エネルギー管理庁等の資料より事務局作成）

海外の取組（フランス：ホワイト証書制度①） 民生部門



 セクター別の証書発行割合では、住宅用建築を対象とするものが76％を占める。

 家庭部門では、暖房・温水機器の更新、断熱対策の実施件数が多い。
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■Standardised action（※）に基づく技術別
ホワイト証書発行割合（2014年）

技術・対策名称
全体に占める
割合（％）

個別式凝縮ボイラー 15.29%

屋根の断熱（家庭用建築） 9.63%

壁の断熱 7.21%

集中式凝縮ボイラー 6.28%

個別式木材燃焼暖房装置 5.87%

屋根の断熱（商業用建築） 4.88%

個別式低温ボイラー 4.57%

高断熱窓 4.33%

集中式凝縮ボイラー（エネルギー効率保証
契約付）

3.84%

非同期モータ用可変速駆動システム 3.81%

（出典：ENSPOL「Energy Saving Policies and Energy 
Efficiency Obligation Scheme D2.1.1 Report on existing and 
planned EEOs in the EU - Part I Evaluation of existing 
schemes」より事務局作成）

家庭用建築

76%

商業用建築

13%

産業 7%

電力系統・熱導管ネットワーク

2%

運輸 1% 農業 1%

■セクター別ホワイト証書発行割合
（2006年7月～2014年5月）

海外の取組（フランス：ホワイト証書制度②） 民生部門

※事前に定められた算出式によって「みなし値」で省エネ量を算出する方法
2014年に発行された証書の約95％は、この方法に由来。



 エネルギー供給事業者に省エネ実施を義務付け、省エネ投資を誘発する政策。削減義務履行手段と
して、エネルギー供給事業者間で削減量の相対取引が可能。

40

義務
対象

エネルギー供給事業者 18社
（電気、ガスの供給事業者20万以上

2020年４月から顧客15万以上へ拡大予定)

省エネ
対象者

光熱費を賄うことが難しい低所得者世帯

義務項目
(ECO3義
務値)

2018/12/3
～

2022/3/31

光熱費削減額
・HHCRO（82億5300万￡）
Rural（過疎地域）における削減額が
15％以上を占めること

罰則
義務量未達等、義務違反により罰金等罰
則あり

■ECO3 概要とスキーム

（ ENERGY COMPANY OBLIGATION ECO3: 2018 – 2022より事務局作成）

海外の取組（英国：エネルギー供給者義務制度（ECO制度））

①Ofgem
②エネルギー
供給事業者

③家庭
④省エネ機器
販売事業者

顧客数・供給
量を報告

義務値を算出
し通知

ECO適用申請

ECO対策を指示

省エネ対策を
実施ECO実施状況

を報告

報告を審査し
データを公開

・Ofgem：ガス電力市場規制庁
・省エネ機器販売事業者：ECOに基づく認定制度により認定
・義務値は電気・ガスの供給量に応じた案分により決定

民生部門

○2013年【2013/1/1~2015/3/31】 ：ECO(Energy Company Obligation) 

家庭部門の省エネ設備投資促進の強化策、Green Dealと共に開始。

①CERO(1枚壁や修繕が難しい壁への断熱材の設置促進)

②CSCO(貧困世帯・過疎地の家屋への断熱材導入、地域熱供給への接続支援)

③HHCRO（ボイラーの改善支援）

○2015年【2015/4/1~2017/3/31】 ：ECO2 サブ義務 ④SWMR（Solid Wall断熱対策）追加

○2017年【2017/4/1~2018/9/30】 ：ECO2 t CEROの一部は過疎地で15%達成義務、CSCOを除外

○2018年【2018/12/03~2022/03/31】 ：ECO3 （Phase1-4、2020年現在Phase-2）CEROを除外、2022年完了予定



電力需給実態調査の結果（家庭部門・業務部門）

 電力需給の実態調査のため、アンケートや実測調査を実施し、最新の電力需要を推計。これを
元に、新たに節電メニューを作成した。（節電効果の数値見直し、新たな家電をメニューに追加）

 地域毎（10地域※）や季節毎（夏期、冬期、中間期）のメニュー作成により、特に中間期の推計
を通じて、同じメニューでも季節によって節電効果が大きく変わることが明らかになった。

 今後、災害等の際には今回の結果を用いてより効果的な節電メニューを提供していく。
※北海道、東北、北陸、関東、中部、関西、中国、四国、九州、沖縄

民生部門

エアコン, 

45%

冷蔵庫, 

18%

炊飯器, 2.5%
照明, 6.3%

給湯, 2.8%

電気ポット, 1.0%

テレビ, 3.1%

パソコン, 0.6%

掃除機, 0.5%

温水便座, 0.5%

洗濯機, 0.4%

乾燥機, 0.6%
待機電力, 6.2%

その他, 

13.0% 冷蔵庫, 

30%

炊飯器, 

10%照明, 

12%

給湯, 5.3%電気ポット, 2.0%
テレビ, 6.0%

パソコン, 1.0%

掃除機, 1.3%

温水便座, 1.0%

洗濯機, 0.6%

乾燥機, 1.1%

待機電力, 11.6% その他, 

18.5%

エアコン, 

23%

冷蔵庫, 

16%

炊飯器, 

8.7%

照明, 

8.2%

給湯, 2.8%
電気ポット, 1.8%

テレビ, 3.5%パソコン, 0.5%

掃除機, 2.5%

温水便座, 0.6%
洗濯機, 0.3%
乾燥機, 0.5%

ロードヒーティング, 0.4%

こたつ, 2.6%

電気カーペット, 2.1%

電気ストーブ, 4.4%
電気床暖房, 1.5%

セントラルヒート, 0.2%
FF式ストーブ, 1.0%

待機電力, 6.1%

その他, 

13.3%
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（夏期 14:00 521W）

 エアコン需要の少ない中間期では、冷蔵庫などその他の機器の比率が向上
 冬期では、こたつなどの暖房機器による消費も増加

家電 節電対策行動
節電効果（％）

夏期 中間期 冬期

エアコン 夏期：室温28℃(2℃上げる)を心がける。冬期：室温20℃(2℃下げる)を心がける。 6.3 － 3.7

冷蔵庫 設定を「強」から「中」に変え、扉を開ける時間をできるだけ減らし、食品を詰め込みすぎない。 1.8 3.0 1.6

こたつ 使用時間を５０％短縮。 － － 1.3

■節電対策メニューの節電効果（季節比較）

■電力需要構成（世帯平均）[関東] ※2019年

（中間期 14:00 280W） （冬期 17:00 527W）



２．これまでの省エネルギー政策の進捗と課題
③運輸部門
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43

乗用自動車の燃費基準

※次世代自動車戦略2010「2010年4月次世代自動車研究会」における普及目標

■2030年度燃費基準 ■次世代自動車の普及目標

 令和元年度の自動車燃費基準WGにおいて“Well to Wheel”の考え方を踏まえ、EV、PHVを
対象とした2030年度基準を策定した。

 今後は、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を新たに燃費基準の対象とし、その普及を
見込むなど、極めて野心的な燃費向上を製造事業者等に求めることとした。

運輸部門

＋32％

2019年
（新車販売台数）

2030年

従来車 60.8%
(261万台)

30～50%

次世代自動車 39.2%
(169万台)

50～70%※

ハイブリッド自動車 34.2%
(147万台)

30～40%

電気自動車
プラグイン・ハイブリッド自動車

0.49%
(2.1万台)
0.41%

(1.8万台)

20～30%

燃料電池自動車 0.02%
(0.07万台)

～3%

クリーンディーゼル自動車 4.1%
(17.5万台)

5～10%

＜参考＞2019年新車乗用車販売台数：430万台



燃料法, 

13.4%

燃費法, 

26.5%トンキロ法, 

60.1%

 平成30年の省エネ法改正により、輸送方法を決定する者を「荷主」と定義し、インターネット小売事
業者を対象とするなどの見直しを行い、令和２年４月から適用が開始している。

 荷主規制を通じた物流関係事業者の省エネ取組は重要であるが、エネルギー使用量に係る算定方
法の違い等もあり、荷主の省エネ取組が適切に評価されていない可能性がある。

 このため、更なる省エネ取組を誘発できるよう、算定方法切替えの促進や、荷主の省エネ取組の
評価のあり方を検討する。
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荷主規制の状況と今後の方向性

■算定方法の採用割合（平成30年度） ■エネルギー使用量の算定方法と評価できる取組

評価できる取組

物流量の削減
モーダルシフト・

輸送機器の大型化
積載率の向上 燃費の向上

燃料法 ○ ○ ○ ○

燃費法 ○ ○ ○ △

トンキロ法
改良 ○ ○ △ ×

従来 ○ ○ × ×

運輸部門

エネルギー使用量
の算定方法
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更なる物流効率化に向けた課題

社会課題解決型の取組と省エネ効果（イメージ）

文献調査やプロジェクト実施者へのヒアリングを通じて、
省エネポテンシャルと実現性の相関イメージをまとめた。

課題が多い

時間が掛かる

貨客混載

省エネ

ポテンシャル

大きい

少ない

スマート物流
（需要予測）

時短営業
相乗り
タクシー

ロボット
配送

スマート
ファクトリー

スマート物流
（デジタル化）

実現性・普及性

自動運転

導入が進んでいる

サプライチェーン全体のAI・
IoT活用が期待される領域

各技術と制度的な対応状況について

 人手不足、働き方改革など、社会課題解決にも寄与する省エネ取組を推進していくことは重要。特
に省エネポテンシャルが大きい物流分野での更なる取組促進が重要。

 荷主の定期報告の原単位評価について検討を行うとともに、更なる省エネ取組を誘発できるよう、
荷主の省エネ取組の適切な評価のあり方を検討していく。

 併せて、国交省や農水省との連携を通じ、 AI・IoT等の活用により、サプライチェーン全体の物流
効率化によるエネルギー需要削減に資するシステム導入の実証を進めていく。

定量化

容易

難しい
単体 連携

貨客混載
スマート物流

（需要予測）

時短営業

相乗り
タクシー

ロボット
配送

スマート
ファクトリー

スマート物流
（デジタル化）

自動運転

隣接企業間
設備合理化

連携省エネ定期報告

共同省エネ

省エネ法定期報告や連携省エネ計画で捉えきれない
取組を評価し、省エネをより進めていくことが重要。

取組の
評価へ

運輸部門



２．これまでの省エネの取組と課題
④各ワーキンググループの議論の進捗

46
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各ワーキンググループの議論の進捗①

WG これまでの審議事項 今後の審議事項（予定）

工場等
判断基準WG
（2019年5月～
2020年2月）

（川瀬貴晴 千葉
大学名誉教授）
※令和2年度は、

佐々木信也委員（東
京理科大工学部教
授）が就任予定

①中長期計画を活用した省エネ投資支援
ー 中長期計画書にてベンチマーク(BM)目標達成の計画を求め、

補助金等で重点支援

②BM制度の見直し等
ー 目標年度（2030年）の設定
ー 業種ごとの実態を踏まえた指標設定
ー 国際的な観点からの目標の設定(グローバルベンチマーク)の検討
ー 評価の柔軟化（目標未達でも評価）

③判断基準及び中長期計画作成指針の見直し

④SABC評価制度の見直し

⑤定期報告書Web入力・申請システム導入/事業者へのフィードバック

（秋頃）
①産業BM（製紙業、鉄鋼業）の
見直しの検討

ーベンチマーク達成状況のバラつきの改善 等

②貸事務所業BM
（省エネポテンシャル推計ツール）の
見直しの検討

トップランナー
基準改訂関連
（2019年7月～
2020年7月）

【テレビジョン受信機判断基準WG
（相田仁 東京大学大学院工学系研究科教授）】

・対象範囲(有機ELの対象明確化)、測定法の見直し(輝度条件明確化等)

【ガス・石油機器判断基準WG（鎌田元康 東京大学名誉教授）】
・測定法(モード熱効率の導入)、新基準値設定(潜熱回収型機器の普及考慮)

【エアコンディショナー及び電気温水機器判断基準WG
(飛原英治 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構研究開発部特任教授)】
・電気温水器：測定法の見直し(測定条件の精密化)、技術アンケートの実施
・エアコン：課題の整理(低負荷領域の評価、高効率機器の普及)

【電子計算機及び磁気ディスク装置判断基準WG
（金山敏彦 産業技術総合研究所特別顧問）】

・新基準値策定(データセンター等で用いられる大型機器に対する新基準)

【小売事業者表示判断基準WG（渡辺達朗 専修大学商学部教授）】
・ラベルの機能強化(多段階表示の細分化、相対表示の基準単一化)

【自動車判断基準WG（来年夏頃）
（塩路昌宏 京都大学大学院エネルギー科学研究科

名誉教授）】
・燃費基準中間評価等

【テレビジョン受信機判断基準WG】（年内）
・新基準値設定（付加機能の設定等）

【エアコンディショナー及び電気温水機器
判断基準WG】（年度内）

・エアコン：低負荷領域の評価、新基準の設定
・電気温水機器：新基準設定、普及課題の整理

【小売事業者表示判断基準WG】（年内）
・温水機器の横断的な省エネ表示を検討
・電気料金以外のエネルギー料金表示を検討
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各ワーキンググループの議論の進捗②

委員会 これまでの審議事項 今後の審議事項（予定）

ZEH・ZEB
委員会

（2020年7月
～継続中）

【ZEH委員会（秋元孝之 芝浦工業大学建築学部 教授）】
○地域の事情を考慮したZEHの普及
ーZEHの定義のあり方を議論(多雪地域)等

【ZEB委員会（田辺 新一 早稲田大学創造理工学部 教授）】
①10,000㎡未満の複数用途建築物の評価
－部分評価の対象となる複数用途建築物の面積要件の緩和について

②設計時計算ツールにおける未評価技術の議論
－WEBPROにおいて、未評価となる技術のうち反映の優先度について

③既存建築物の改修ZEB化
－改修ZEB化に係る課題と解決策(事例集の作成等)について

④再エネを活用したZEBのあり方
－建物における再エネ活用の最大化に向けた課題を整理

【ZEH委員会】（9月中）

・工務店、建売事業者におけるZEHの普及促進

・目標設定、フォローアップ方法の検討

・ZEH便益の訴求力向上（ZEHメリットの広報等）

・省エネに関する要件の深掘り検討

・再生エネルギーを活用したZEHの普及促進

【ZEB委員会】（秋頃）

・進捗状況の確認、目標設定

・ZEB普及施策の検討

・省エネ計算方法（未評価技術の反映）の検討

・改修ZEBの普及施策



３．今後の論点
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日本におけるコロナにより影響を受けるエネルギー需要
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 不要不急の外出自粛や海外からの観光客の減少等により、自家用車や公共交通機関の燃料消費量減少

 商業施設では来客減少に伴う稼働時間の低下等により、エネルギー需要が低下。

 他方、家庭では在宅時間の増加から電力、都市ガス等の需要が増加。

 経済減速が長引くほど、製造業・物流への影響も広がり、産業部門・貨物部門のエネルギー需要減少にもつな
がる可能性あり。

新型コロナウイルスによる影響

中長期的に固定化・加速化される変化

 接触回避：デジタル化・オンライン化の加速、EC取引等の増加

 職住不近接：リモートワーク・在宅勤務等の進展

 省人化・合理化：生産現場等の無人化・AI化の進展

○電力消費量（速報値）

2020年4月▲3.6％（前年同月比）
5月▲9.2％（同上）
6月▲2.2％（同上）

○石油消費量（速報値）

2020年4月▲17.3％（同上）
2020年5月▲15.5％（同上）

○都市ガス
2020年4月▲3.6 ％（同上）

出所：電力広域的運営推進機関_系統情報サービス、石油統計速報、
ガス事業生産動態統計調査

※（一財）日本エネルギー経済研究所レポート等より引用・編集

基本政策分科会資料一部加工
令和2年7月1日



海外におけるポストコロナのエネルギー政策の方向性（各国要人等のコメント）
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国連事務総長グテーレス
• 「我々は、医療制度・社会保証・公的サービスの脆弱性のコストをパンデミックという最も厳しい方
法で思い知った。」「今こそ、パンデミックや気候変動その他の世界的な課題に対して、強靱でよ
り包括的かつ持続可能な経済社会を構築する努力をすべき。」（4/2,国際連合HP）

EU フォン・デア・ライエン欧州委員長
• 「経済復興プランは（コロナという）我々が今直面する巨大な挑戦を、復興を後押しするだけでなく、
将来に投資することを通じて機会に変える。つまり、欧州グリーンディールとデジタル化は雇用創
出、経済成長、レジリエンスの強化、及び環境改善を加速するだろう。」（5/27, 欧州委員会HP）

IEA事務局長ファティ・ビロル
• 「エネルギーセクターへの投資の減退を通じて、今日の雇用や経済的機会だけでなく、景気が回
復した後に必要となるであろうエネルギー供給も喪失させることになる。」（5/27, CNBC取材）

• 「景気刺激策の中心としてクリーンエネルギーを活用することは、経済の回復だけでなく、より安
全で持続可能なエネルギーシステムを構築する上で重要である。」 （4/24,デンマーク気候大臣
との閣僚会合）

トランプ大統領
• 「偉大な米石油・ガス業界を見捨てることは決してしない。これらの非常に重要な企業が利用でき
る資金を用意し、雇用を将来まで守る計画を策定するようエネルギー省と財務省の長官に指示し
た。」（5/19, Twitter）

• 関係省庁に環境規制の緩和や手続きの免除を検討させる方針を示した（6/4, NYT）

基本政策分科会資料
令和2年7月1日



 「Next Generation EU」 はグリーン、デジタルそしてEUの強靭化に投
資するという大枠のもと、①復興のための加盟国支援、②民間投資促進
による景気回復、③コロナ危機を踏まえた対策の3本の柱から成立。

 気候変動対策関連の主な取組として、①建物の省エネ推進、②水素や
再エネなどのクリーン技術への投資促進（R&D予算増額）、③EV事業
環境整備（EV充電ポイント100万カ所の達成）などがある。

 ７月までに欧州理事会（首脳級）で承認し、夏までに欧州議会の諮問。
本年末までに欧州議会の承認を得、来年1月からの始動を目指す。

欧州を中心に脱炭素目標引上げの動き
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 2050年気候中立を規定する｢欧州気候法｣を2020年3月に提案。

 2030年目標を50~55％に引き上げるための包括的プランを2020年
夏までに提案。上記目標達成に向けた関連法案を2021年6月までに提
案。③国境調整措置については、分野を特定して適用するための提案を
2021年までに行う。

 排出量取引制度（EU-ETS）の海運・航空分野への活用に向けた提
言案を2021年までに行う。

 総額1,000億ユーロの移行対策メカニズム

 2030年削減目標：現在は1990年比40％削減であるが、
今後、50-55%に引き上げるべく検討中。

 長期目標：2050年ネット排出ゼロ目標を目指す（2019
年12月欧州理事会でポーランドを除く国で合意。）

（具体的政策）

①2030年に向けた排出量削減等の枠組み：
•GHG排出量の削減目標については、EU-ETSの対象とならな
い分野においては、国別に決定。
•EUから各国に割り当てられた目標に合わせ、各国が独自のエ
ネルギー政策に基づき、エネルギー転換を図る。

②欧州排出量取引制度(EU-ETS)：
•対象は、電力・熱供給、産業(中小企業を除く)等、域内排
出量の45％。
•直近の排出権価格は25~30ユーロ強/t-CO2

③サステイナブル・ファイナンス：

•気候変動等のESGリスクの開示義務付け規則を策定中。

欧州のGHG排出量目標と気候変動対策 The European Green Dealの概要

 欧州が世界の気候変動政策の最左翼に位置。排出量取引制度などの経済的手法を活用しつつ、2020年に
もこれまでの中期・長期目標を蹴り上げる動き。

 フォン・デア・ライエン次期欧州委員長の看板政策は、昨年12月に公表された「The European Green
Deal（欧州グリーンディール）」。

 コロナ対策として5月27日、欧州委はコロナからの復興計画を盛り込んだ総額1.85兆ユーロ規模の次期中期予
算枠組(MFF)及びリカバリーファンド「Next Generation EU」（以下、新EU予算案）を提案。経済復興と合
わせて、デジタルや気候変動対策、レジリエンス強靱化の促進を強調。

新EU予算案の概要（5/27公表）

基本政策分科会資料一部加工
令和2年7月1日



コロナ禍を契機としたエネルギー需給への影響
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変化 影響 対処と今後の課題

消
費
側

人流/物流の変化

接触回避  需要が集中型から分散型にシフト
（固定オフィス→家庭・シェアオフィス等）

 人流の減少（通勤、出張、会議等）
 ECに伴う物流の増大

【課題①】

 新たな日常・生活様式・企業活動を踏まえた、
「with COVID-19」のエネルギー需要高度化・
全体最適化に向けた取組の検討職住不近接

サプライチェーン
再構築

 プロセス自動化、生産の一部の国内回帰等

【課題②】

 エネルギー転換（電化、水素化など）の支援・
推進脱炭素化・グリーン

リカバリーの契機
経済対策による
景気刺激

 欧州を中心に、景気対策×グリーンの流れを強化
する動き

 消費の高効率化（AI・IoT、デジタル化）や、脱炭素

化・エネルギー転換に資することが、市場シェア獲
得における競争力に直結

供
給
側

需要見通しへの不
確実性上昇

リスク回避による
投資低迷

 化石燃料価格の不透明さによる上流資源投資の
減少

 脱炭素化・エネルギー転換に不可欠な高エネル
ギー密度電池等の材料となるレアメタルの更なる
需要増加

【課題③】
 資源・燃料の安定的な調達
（レアメタルのサプライチェーン強化等）

 安定供給に必要な電源／ネットワーク／インフラ
投資の低迷

【課題④】

 エネルギー・環境イノベーション投資が計画的
に実行される環境の更なる整備、デジタル化
の促進

脱炭素化の加速
 サプライチェーン構築圧力が高まる中、その国の
脱炭素化の進展が立地競争力に直結

【課題⑤】
 脱炭素エネルギー供給の更なる導入

レジリエンス意識の
向上

経済安全保障の
定着

 世界の分断化・ブロック化などの懸念もある中、
（準）国産エネルギーの重要性の高まり

 災害のほか、感染が発生／拡大すると、供給サイ
トの操業に悪影響を与える可能性

【課題⑥】
 エネルギーレジリエンスの一層の強化

基本政策分科会資料
令和2年7月1日
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今後の方向性（エネルギー需要構造転換に向けた論点）

１．需要の高度化

●電化・水素化等のエネルギー転換含む「需要高度化」へ

 単に減らす省エネではなく、脱炭素化やレジリエンス強化に向けた電化・水素化等のエネルギー転換等の促進

（事業者における水素等のエネルギー利活用の推進 等）

 従来の省エネも深掘を目指すべく、グローバルに見たトップランナー水準を追求

２．需要の最適化

変動再エネの導入拡大を踏まえたエネルギー需要サイドの「最適化」

AI・IoT等のデジタライゼーションの促進

事業者・機器単位規制から、全体最適化に向けた更なるエネルギー利用効率化の取組

３．需要の高度化・最適化に向けた供給サイドの対応

変動再エネの有効活用に向けた電力料金のダイナミックプライシングやDRによる系統安定化 等

４．需要の高度化・最適化、レジリエンス強化のための導入支援、技術開発支援等

設備導入加速のための支援策（設備・建物等）や、大型モビリティにおける水素利用技術の開発・実証

 機器単位の向上（TR規制）や、事業者ごとのエネルギー消費原単位の改善（1％改善or業種別
ベンチマーク）に加え、脱炭素化社会に向けたエネルギー構造転換や高度化を進めていく。



（参考①）需要構造の変化
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 これまでの需要サイドにおける取組は省エネ法に基づく規制と省エネ補助金等の支援を通じ、高効率
機器・設備への投資促進等の省エネ取組を促すことで、省エネルギーを推進。

 省エネは引き続き重要。他方、上記を踏まえ、「単に減らす省エネ」から、供給側の脱炭素化の進展
と合わせた需要側の電化等、エネルギー転換含む「エネルギー需要の高度化」への構造転換が必要
ではないか。その際、自然変動する再エネの拡大に伴い、需給一体となって再エネを有効活用するとい
う視点も必要ではないか。

エネルギー需給構造の変化

エネルギー需要行動の変容・多様化

①大規模集中型で安価に
安定的に大量供給

①いかに効率的に
消費・節約するか。

②選択肢が拡大し、
様々な料金メニューとともに
ニーズが顕在化

③効率性だけではなく、
消費するエネルギーの質
（非化石価値・レジリエンス等）

も重要に。

②エネルギーシステム改革の進展
により競争原理が働くように

③再エネの導入が拡大
特に太陽光が急速に増加
コストも急速に低減

④安価な再エネが他電源と
競争可能に

④AI・IoTといったデジタル化による
消費の構造的変化とともに、
電化・水素化など
新たな消費の形が普及

大規模化
効率化

競争促進
差別化

分散化

価値の顕
在化

構造的・
質的変化

供給サイド 需要サイド

基本政策分科会資料一部加工
令和2年7月1日
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（参考②）供給構造の変化

 固定価格買取制度導入等により変動型の再生可能エネルギー大量導入が進展。一部地域では
時期・時間帯によって発電した再エネ電気の出力制御を実施。再エネ発電量が多い軽負荷期の昼
間には卸電力取引市場の価格が0.01円/kWhとなることもある。

 現行の省エネ法では、東日本大震災を踏まえた平成25年法改正以降、夏冬の昼間の時間帯の
電気需要平準化を一律に需要家に求めているが、上記実態に則していない。

⇒ 再エネ大量導入等供給側の変化を踏まえ、再生可能エネルギーの有効利用を通じ、
化石燃料削減を進めることが課題。
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システムプライスと九州エリアプライス（2019年2月24日）

システムプライス 九州エリアプライス

11:00～15:00
0.01円/kWh

［円/kWh]

（出所）JEPXホームページ

（出所）系統WG（第22回）事務局資料、系統WG（第26回）九州電力送配電
資料等を基に作成

九州における再エネ出力制御実績

2019年度 2018年度

太陽光・風力接続量
(いずれも年度末時点)

1,002万kW
太陽光 944万kW

風力 58万kW

904万kW
太陽光 853万kW

風力 51万kW

出力制御日数 74日 26日

1発電所あたりの
累積制御日数

15～16日(オンライン)

23～24日(オフライン)
5～6日

出力制御率 4.1% 0.9%

最大出力制御量 289万kW 180万kW



（目的）
第一条 この法律は、エネルギー供給事業者によって供給されるエネルギーの供給源の相当部分を化石燃料が占めており、かつ、エネルギー供給事業に
係る環境への負荷を低減することが重要となっている状況にかんがみ、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の
有効な利用を促進するために必要な措置を講ずることにより、エネルギー供給事業の持続的かつ健全な発展を通じたエネルギーの安定的かつ適切な供給
の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律

 エネルギー供給構造高度化法は、エネルギーの安定供給・環境負荷の低減といった観点から、電気
やガス、石油事業者といったエネルギー供給事業者に対し、非化石エネルギー源の利用を拡大する
とともに、化石エネルギー原料の有効利用を促進することを目的としている。

 「非化石エネルギー源の利用に関する電気事業者の判断基準」において、小売電気事業者は、自ら
供給する電気の非化石電源比率を2030年度に44％以上にすることが求められている。

１．非化石エネルギー源の利用の目標
① 電気事業者は、平成42年度において供給する非化石電源（エネルギー源としてエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石

エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律（平成21年法律第72号）第２条第２項に規定する非化石エネルギー源（以下単に「非化石エネル
ギー源」という。）を利用する電源をいう。以下同じ。）に係る電気の量（省略）に、非化石電源に係る電気に相当するものの量（再エネ特措法第2条
第5項に規定する特定契約に基づき当該電気事業者が調達する同条第2項に規定する再生可能エネルギー電気であって、同法第55条第1項に規定す
る調整機関が認定した電気の量をいう。）を加算した量の、供給する全ての電源による発電量に対する比率（以下「非化石電源比率」という。）を44％
以上（省略）とすることを目標とし、既に当該非化石電源比率の目標を達成した電気事業者であっても、非化石電源比率の更なる向上への努力を求
める。（中略）なお、本目標の達成に当たっては、共同による達成を妨げない。

④ 非化石電源比率の目標到達に向けて、国は、毎年、事業者（複数の事業者で取組を行っている場合にあっては、当該複数の事業者）の単位で、
目標到達の状況と到達に向け適切な取り組みを行っているかを評価するものとする。加えて、定量的な中間評価の基準を設け、評価を行うことで目標
達成の確度を高める。

非化石エネルギー源の利用に関する電気事業者の判断基準（平成28年経済産業省告示第112号/平成29年経済産業省告示第130号）

（参考③）エネルギー供給構造高度化法
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取組事例①（分散・自家消費型の再エネ促進（需給一体型モデル））
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①家庭用太陽光と蓄エネ技術を
組み合わせた効率的な自家消費の推進
 蓄エネ技術の導入コストの低減

 ZEH+の活用、ZEH要件の在り方

② VPPアグリゲーターによる蓄電池等を
活用した余剰電力の有効活用
 蓄電池の導入コストの低減

 制御技術の向上や各種電力市場の設計

 柔軟な電気計量制度

①地域における再生可能エネルギーの活
用モデル
 配電ライセンスの創設、ニーズ掘り起こし

 地域マイクログリッドのマスタープラン作成、モデル

構築による課題の実証的解決

 ビジネスモデルの整理・共有

②地域の分散型エネルギーシステムを支
える電力ネットワークの在り方
 託送サービスや費用負担の在り方の検討

①敷地内（オンサイト）に設置された
再エネ電源による自家消費

②敷地外または需要地から一定の距
離を置いた場所（オフサイト）に設
置された再エネ電源による供給

＜国内のオフサイト再エネ電源による供給事例
（さくらインターネット）＞

家庭 大口需要家 地域

 再エネや蓄電池等の分散型エネルギー設備を活用した「需給一体型」のモデルについて、①家庭、
②大口需要家、③地域において多様な形で始まりつつある。普及促進に向けて、一層の環境整備
が必要。



 自動車・トラックメーカーが大型燃料電池トラックの技術開発に着手。

 大型燃料電池トラック対応の水素ステーションの開発に向けては、今年度からのNEDO事業にお
いて、充填施設の設備仕様や、水素の充填プロトコルの検討等を行う技術開発事業を実施予定。
福島水素エネルギー研究フィールドの水素の活用も検討。
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国内における燃料電池トラックを巡る動き NEDO事業での実施内容

主体 内容

トヨタ・日野
 25t級の燃料電池トラックを開発
し、走行実証等を通じて実用化に
向けた取組を進める。

ホンダ・いすゞ
燃料電池トラックの開発に向けた
共同研究契約を締結

三菱ふそう・
トラックバス

東京モーターショーにおいて、
7.5t級の小型の燃料電池トラック
のコンセプトモデルを公開

 2020年代後半までに量産を開始
する計画

【燃料電池トラックイメージ】

※出典：トヨタ自動車HP

 燃料電池トラック用水素ステーションの設備仕様検討

どの程度蓄圧器の容量が必要なのか 等

 充填プロトコル、計量システムの検討

どのように水素を充填・計量するか 等

取組事例②（大型モビリティにおける水素利用技術の開発・実証）
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 革新的環境イノベーション戦略において、エネルギー転換に向けたアクションプラン等が明記。

Ⅰ．エネルギー転換 【GHG削減量：約300億トン～】

取組事例③ 革新的環境イノベーション戦略（令和２年１月21日 統合イノベーション戦略推進会議決定）

１．再生可能エネルギーを主力電源に
① 設置場所の制約を克服する柔軟・軽量・高効率な太陽光発電の実現
② 地下の超高温・高圧水による高効率発電（超臨界地熱発電）の実現
③ 厳しい自然条件に適応可能な浮体式洋上風車技術の確立

２．デジタル技術を用いた強靱な電力ネットワークの構築
④ 再生可能エネルギーの主力電源化に資する低コストな次世代蓄電池の開発
⑤ 系統コストを抑制できるデジタル技術によるエネルギー制御システムの開発
⑥ 高効率・低コストなパワーエレクトロニクス技術等の開発

３．低コストな水素サプライチェーンの構築
⑦ 製造：CO2フリー水素製造コスト1/10の実現
⑧ 輸送・貯蔵：圧縮水素、液化水素、有機ハイドライド、アンモニア、水素吸蔵合金等の輸送・貯蔵技術の開発
⑨ 利用・発電：低コスト水素ステーションの確立や、低NOx水素発電の技術開発

４．革新的原子力技術／核融合の実現
⑩ 安全性等に優れた原子力技術の追求
⑪ 核融合エネルギー技術の実現

５．CCUS／カーボンリサイクルを見据えた低コストでのCO2分離回収
⑫ CCUS／カーボンリサイクルの基盤となる低コストなCO2分離回収技術の確立

（出典）革新的環境イノベーション戦略より抜粋（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tougou-innovation/pdf/kankyousenryaku2020.pdf）

新たな素材や構造による太陽光発電の飛躍的な効率向上と低コスト化等により、再生可能エネルギーの主力電源化を図るとともに、
化石燃料による発電へのCCUS／カーボンリサイクル技術の導入を進めるなど、脱炭素かつ安価なエネルギー供給技術を実現

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tougou-innovation/pdf/kankyousenryaku2020.pdf
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Ⅱ．運輸 【GHG削減量：約110億トン～】

取組事例③ 革新的環境イノベーション戦略

６．多様なアプローチによるグリーンモビリティの確立
⑬ 自動車、航空機等の電動化の拡大（高性能蓄電池等）と環境性能の大幅向上
⑭ 燃料電池システム、水素貯蔵システム等水素を燃料とするモビリティの確立
⑮ カーボンリサイクル技術を用いた既存燃料と同等コストのバイオ燃料・合成燃料製造や、これら燃料等の使用に係る技術開発

電化や燃料の脱炭素化の技術開発等、多様なアプローチによって自動車、航空機、船舶等由来のGHGを大幅削減

Ⅲ．産業 【GHG削減量：約140億トン～】

７．化石資源依存からの脱却
（再生可能エネルギー由来の電力や水素の活用）

⑯ 水素還元製鉄技術等による「ゼロカーボン・スチール」の実現
⑰ 金属等の高効率リサイクル技術の開発
⑱ プラスチック等の高度資源循環技術の開発

CO2フリー水素を利用して鉄鉱石を還元する超革新的な技術などにより化石資源依存から脱却。また、カーボンリサイクル技術によ
るCO2の原燃料化といった、ゼロカーボン技術を最大限活用

８．カーボンリサイクル技術によるCO2の原燃料化など
⑲ 人工光合成を用いたプラスチック製造の実現
⑳ 製造技術革新・炭素再資源化による機能性化学品製造の実現
㉑ 低コストメタネーション（CO2と水素からの燃料製造）技術の開発
㉒ CO2を原料とするセメント製造プロセスの確立／CO2吸収型

コンクリートの開発 他

Ⅳ．業務・家庭・その他・横断領域 【GHG削減量：約150億トン～】

９．最先端のGHG削減技術の活用
㉓ 分野間の連携による横断的省エネ技術の開発・利用拡大
㉔ 低コストな定置用燃料電池の開発
㉕ 未利用熱・再生可能エネルギー熱利用の拡大
㉖ 温室効果の極めて低いグリーン冷媒の開発

10．ビッグデータ、AI、分散管理技術等を用いた都市マネジメントの変革
㉗ 技術の社会実装の加速化（スマートシティの実現）

最先端技術を業務・家庭等様々な用途に適用するとともに、情報通信技術の飛躍的な進歩も活用し社会システムやライフスタイルを変革

11．シェアリングエコノミーによる省エネ／テレワーク、
働き方改革、行動変容の促進

㉘ シェアリングエコノミー／テレワーク、働き方改革、
行動変容等の促進

12．GHG削減効果の検証に貢献する科学的知見の充実
㉙ 気候変動メカニズムの解明／予測精度向上、観測を

含む調査研究、情報基盤強化



取組事例④ 省エネ技術開発（戦略的省エネルギー技術革新プログラム）

 「省エネルギー技術戦略」の「重要技術」を2019年7月にNEDOとともに改訂し、廃熱利用や熱シス
テムの脱炭素化を促進するため、廃熱を高効率で電力に変換する技術や、高効率電力加熱技術
などを重要技術に追加。

産業 運輸

エネルギー転換・供給

【製造プロセス省エネ化】
•革新的化学品製造プロセス
•革新的製鉄プロセス
•熱利用製造プロセス
•加工技術
• IoT・AI活用省エネ製造プロセス
•革新的半導体製造プロセス

一

次

エ

ネ

ル

ギ

ー
供

給

か

ら

最

終

エ

ネ

ル

ギ

ー
消

費

ま

で
部門横断

「省エネルギー技術戦略」に定める重要技術

•革新的なエネルギーマネジメント技術
•高効率ヒートポンプ

【ZEB/ZEH・LCCM住宅】
•高性能ファサード ・高効率空調技術
•高効率給湯技術 ・高効率照明技術
•快適性・生産性・省エネを同時に
実現するシステム・評価技術

• ZEB/ZEH・LCCM住宅の設計・評価・運
用技術、革新的エネルギーマネジメント技
術 (xEMS)

家庭・業務

•パワーエレクトロニクス技術
•複合材料・セラミックス製造技術

【省エネ型情報機器・システム】
•省エネ型データセンター（第４次産業革命技術）

•省エネ型広域網・端末（第４次産業革命技術）

【次世代自動車】
•内燃機関自動車／ハイブリッド車性能向上技術
•プラグインハイブリッド車(PHEV)／電気自動車
(BEV)性能向上技術

•燃料電池自動車(FCEV)技術
•内燃機関自動車／ハイブリッド車
（重量車）性能向上技術

• PHEV／BEV／FCEV（重量車）の性能向上技術
•車両軽量化技術・次世代自動車用インフラ

【ITS・スマート物流】
•自動走行システム
•交通流制御システム（第４次産業革命技術）

•スマート物流システム（第４次産業革命技術）

【高効率電力供給】
•柔軟性を確保した系統側高効率発電
•柔軟性を確保した業務用・産業用高
効率発電

•高効率送電 ・高効率電力変換
•次世代配電

【再生可能エネルギーの有効利用】
•電力の需給調整

【高効率熱供給】
•地域熱供給 ・高効率加熱

【熱エネルギーの有効利用】
•熱エネルギーの循環利用
•排熱の高効率電力変換
•熱エネルギーシステムを支える基盤技術
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４．参考資料（令和2年度予算事業）
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省エネルギー投資促進に向けた支援補助金
令和2年度予算額 459.5億円（551.8億円）※（）内のうち臨時・特別の措置120.4億円。

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課
03-3501-9726

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

① 工場等における電化等のための省エネルギー設備への入替支援
対象設備を限定しない「工場・事業場単位」及び申請手続が簡易な「設
備単位」の高度な省エネ取組を重点的に支援します。

② ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH：ゼッチ）の実証支援
再エネ自家消費・省エネ深堀を目指したZEHや、超高層の集合住宅にお
けるZEHの実証等により、新たなZEHモデルの実証を支援します。

③ ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB：ゼブ）の実証支援
ZEBの設計ノウハウが確立されていない民間の大規模建築物（新築：1
万m2以上、既築：2千m2以上）について、 先進的な技術等の組み合
わせによるZEB化の実証を支援し、その成果の横展開を図ります。

④ 次世代省エネ建材の実証支援
既存住宅において省エネ改修の促進が期待される工期短縮可能な高性
能断熱材や、快適性向上にも資する蓄熱・調湿材等の次世代省エネ建
材の効果の実証を支援します。

事業目的・概要

工場・事業場、住宅、ビルにおける省エネ関連投資を促進することで、エネ
ルギー消費効率の改善を促し、徹底した省エネを推進します。

成果目標
平成10年度から令和２年度までの事業であり、令和12年度省エネ見通

し（5,030万kl削減）達成に寄与します。また、新築住宅の平均でZEH
実現と新築建築物の平均でZEBを目指します。

令和2年度までに①により累計約820万kl削減を、②～④により新築注
文戸建住宅の過半数のZEH実現と公共建築物におけるZEB実現及び、
省エネリフォーム件数の倍増（平成23年度比）を目指します。

国 民間企業等 事業者等

補助
補助（①1/2,1/3,1/4 ②戸建：定額 集合：2/3以内

③2/3 ④1/2）

給湯

照明

暖房

冷房
換気

削減

エネルギーを上手に
使う

＋

エネルギー
を創る

大幅な省エネを実現した上で、再生可能エネルギーにより、
年間で消費するエネルギー量をまかなうことを目指した住宅/建築物

②、③
ZEH/ZEBとは

＋

エネルギーを極力
必要としない

④

複数事業者が連携した取組

①
工場・事業場単位での支援

事業者の省エネ取組を支援

設備単位での支援（例）

業務用給湯器 産業用ヒートポンプ

設備更新 エネマネ事業者※の活用による
効率的・効果的な省エネ

※エネマネ事業者：エネルギーマネジメントシステムを導入し、エネルギーの見える化
サービスをはじめとした、エネルギー管理支援サービスを通じて工
場・事業場等の省エネルギー事業を支援する者。

事業者Ｂ
上工程

上工程
統合・集約

設備廃止

増エネ

下工程

下工程

半製品の供給

ＡとＢ
全体で省エネ事業者A

製品

製品

製造工程

省エネ

次世代省エネ建材の実証支援

設備導入

工期を短縮して断熱改修 蓄熱や調湿による消費エネルギー低減

断熱
パネル

既存壁
壁紙

蓄熱材

調湿材
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中小企業等に対する省エネルギー診断事業費補助金
令和2年度予算額 9.6億円（10.7億円）

資源エネルギー庁
省エネルギー･新エネルギー部
省エネルギー課
03-3501-9726

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

 省エネルギー診断や省エネ相談地域プラットフォームの構築など、中小企業等の省エネを

推進するための支援を行います。

(1)省エネ診断事業・情報提供事業 (平成26年度~令和２年度)

中小企業等に対して省エネ診断を無料で実施し、診断で得られた事例を様々な媒体を通

じて横展開するとともに、自治体や民間団体等が実施する省エネ関連のセミナーに講師を無

料で派遣します。

(2)地域の省エネ取組支援事業 (平成16年度~令和２年度)

省エネやCO2削減に係る相談に対応できる支援拠点を全国に構築する(省エネルギー相談

地域プラットフォーム構築事業)とともに、地域の省エネ相談に係る窓口や支援施策などを

ポータルサイトに公開し(地域の省エネ推進情報提供事業)、地域における省エネ支援の充

実化を図ります。

 省エネ診断等による徹底的なエネルギー管理の実施により、令和12年度の省エネ効果

235.3万klを目指します。それに向け、令和２年度は104万klの省エネ効果を目指し

ます。

事業者・地方
公共団体等国 民間団体等

民間団体等
（地域プラッ
トフォーム）

診断・情報提供
講師派遣

(1)省エネ診断事業・情報提供事業

(2)地域の省エネ取組支援事業

国 民間団体等 事業者
補助

（定額）

補助
（定額）

補助
（定額）

相談
・対応

（１）省エネ診断事業・情報提供事業

診断によって得られた事例の横
展開や省エネ関連のセミナーへ
の無料講師派遣を行う。

工場・ビル等のエネルギーの管理状況を診
断し、設備の運用改善や高効率設備への
更新等の提案を行う。

【改善提案例】
・空調の運用改善
・照明の運用改善
・照明の高効率化更新
・ボイラの空気比適正化
・ディマンド監視装置の活用
・蒸気・温水用配管、バルブ等の保温対策

情報提供省エネ診断

（２）地域の省エネ取組支援事業

エネルギー使用状況の把握から省エネ計画の策定・実施・見直しまで、
経営状況も踏まえつつ、中小企業等の取組を一貫して支援

■省エネルギー相談地域プラットフォーム構築事業

コーディネーター

経営の
専門家

省エネの
専門家

計画の見直し
支援等

省エネの計画
の策定支援等

運用改善・
設備更新の
支援等

フォローアップ

ＰＤＣＡ
支援を一
貫して行う

Do
実行

Plan
計画

Act
改善

Check
評価

省エネ診断事業
（経産省）

CO2ポテンシャル
診断事業
（環境省）

省エネ・CO2削減に係る取組の支援

診断

中小企業等

成果目標

事業目的・概要
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省エネルギー促進に向けた広報事業委託費
令和2年度予算額 2.6億円（2.9億円）

資源エネルギー庁
省エネルギー･新エネルギー部
省エネルギー課
03-3501-9726

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間企業等
委託

事業イメージ

成果目標

省エネキャンペーンを通じて消費者の「省エネ行動を実践する」との

回答率を100%近くにすることを目指します。令和2年度において

も、本事業を通じて達成度の更なる向上（現状83％）を目指

します。

ホームページの活用

省エネシンポジウムナッジ行動学を活用した広報

事業目的・概要

長期エネルギー需給見通し（2015年7月）において示された

「5,030万kl程度の省エネルギー」を実施するためには、2030

年度に向けて徹底した省エネルギーの取組が必要です。

本事業は、平成18年度から令和3年度までの事業であり、省エ

ネルギーに対する理解と協力を得ることを通して、より一層の省エ

ネルギーを実現するため、国民の皆様に対して省エネルギーに関

する情報提供を実施します。

具体的には、ナッジも活用しつつ、広告、イベント、WEBページ

等による情報提供を省エネキャンペーン期間を中心に実施します。

各広報事業の連携による相乗効果の創出を図り、より効果的

な省エネルギー広報を実施します。

デジタルサイネージ活用広報

Nudge×省エネ
個人の意志決定の自由
を尊重しながら少ない
財政コストで社会的に
より良い選択を促進

デジタルサイネージの活用により、省エ
ネ行動変容を促進
中小企業向け支援制度の広報
一般向け無理のない省エネ広報等

タイトルやビジュアル
等の改善による見やす
さの向上
コンテンツの強化等

・

・

・

・
・
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省エネルギー設備投資に係る利子補給金
助成事業費補助金
令和2年度予算額 12.7億円（15.0億円）

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課
03-3501-9726

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

事業目的・概要

 省エネ設備の新規導入や増設、省エネ取組のモデルケースとなり得る事業等

に対して支援を行い、資金調達が障壁になり二の足を踏んでいる事業者の省

エネ投資を促進します。

 具体的には、新設事業所における省エネ設備の新設や、既設事業所におけ

る省エネ設備の新設・増設に加え、物流拠点の集約化に係る設備導入、更

にはエネルギーマネジメントシステム導入等によるソフト面での省エネ取組に際し、

民間金融機関等から融資を受ける事業者に対して利子補給を行います。

成果目標

 平成24年度から令和3年度までの事業であり、令和12年度までに本事業含

む省エネ設備投資の更なる促進により、原油換算で1,846万klの削減を目

指します。

 令和２年度は新たに125件程度の利子補給を実施し、民間金融機関等の

融資を活用した省エネルギー投資の更なる促進を通じて約820万klの削減を

目指します。

増設

支援対象事業例③
ソフト面での省エネ取組

エネルギー消費効率の
高いボイラー 既設ボイラー

新設ビル

高効率空調

導入

支援対象事業例①既設工場への新たなボイラーの増設

国

民間事業者等

①金融機関等の指定

②定額（利子補給金1.0%以内）

民間団体等
補助

民間金融機関等

貸付

返済

支援対象事業例②
新設ビルへの設備導入

導入

エネルギーマネジメントシステム高効率照明
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革新的な省エネルギー技術の開発促進事業
令和2年度予算額 80.0億円（87.8億円）

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課
03-3501-9726

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
新エネルギー・産
業技術総合開発
機構（NEDO）

交付金

事業イメージ

事業目的・概要

本事業では、エネルギー基本計画（平成30年7月閣議決定）に基づ
き、「業種横断的に、大幅な省エネルギーを実現する革新的な技術の開
発を促進」します。

(1) 戦略的省エネルギー技術革新プログラム(平成24年度~令和3年度)
革新的な省エネルギー技術について、シーズ発掘から事業化まで一貫して

支援を行うテーマ公募型技術開発支援を実施します。令和2年度は省エネ
ルギー技術戦略の重要技術（令和元年7月改訂）を重点的に支援しま
す。

(2) 未利用熱エネルギーの革新的な活用技術研究開発事業
(平成27年度~令和4年度）

工場における加熱工程等で、有効に活用されずに捨てられている熱を削
減・回収・再利用する技術を開発し、省エネ・省CO2の促進を目指します。
具体的には、高温（1,500℃以上）で使用可能な断熱材の開発等によ
り、省エネ工場の構築等を実現します。令和2年度は試作品開発などにより
実用化への道筋をつけます。

成果目標

(1)我が国におけるエネルギー消費量を令和12年度に原油換算で1,000
万kl削減することを目指します。

(2)未利用熱エネルギーの削減・回収・再利用技術の開発・実用化によっ
て、令和12年度において約487万t／年のCO2削減を目指します。

企業
大学等

(1) 補助
（２/3、1/2、1/3）

テーマ設定型
事業者連携スキーム

5年以内

事
業
化

※インキュベーション研究開発フェーズ単独の実施は不可

実証開発
フェーズ

実用化開発
フェーズ

インキュ
ベーション
研究開発
フェーズ

採
択
審
査

2年以内

SG審査

3年以内 3年以内

採択
審査

基本スキーム

SG審査

採択
審査

採択
審査

(1) 戦略的省エネルギー技術革新プログラム

技術研究組
合、企業等

(2) ①、②委託
③補助(2/3)

(2) 未利用熱エネルギーの革新的な活用技術研究開発事業

Reduce

Reuse

熱を再利用する技術

③ヒートポンプ

Recycle

熱を変換して利用する技術

②熱電変換

熱の使用量を減らす技術

①断熱

熱の３Ｒ

高性能断熱材

熱の利用技術（要素技術の開発）
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貨物輸送事業者と荷主の連携等による
運輸部門省エネルギー化推進事業費補助金
令和2年度予算額 62.0億円（62.0億円）

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課
03-3501-9726

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間企業等

補助：②（1/2）

事業イメージ

事業目的・概要

運輸部門の最終エネルギー消費量は全体の約2割で産業部門に次い
で多く、当該部門の省エネ対策を進めることが重要です。

本事業では令和元年度から令和2年度の2年間において、昨今課題と
なっている輸送の小口・多頻度化、長時間の荷待ちの発生、積載率の
低下等の状況を踏まえ、物流全体の効率化を図るため、トラック事業者
と荷主等との連携について実証事業を行い、その成果を事業者に展開
します。

 また、革新的省エネルギー技術と省エネスクラバーの組合せ等による省エ
ネルギー効果の実証を行い、省エネルギー船舶の普及を促進します。

併せて、自動車の不具合等の発生傾向をあらかじめ把握できる環境整
備を推進することで、使用過程車の省エネ性能維持を推進します。

成果目標

本事業及びその波及効果によって、運輸部門におけるエネルギー消費量

を令和12年度までに原油換算で年間約126万kl削減、令和2年度中

に約52万kl削減を目指します。

①車両動態管理システムや予約受付システム等を活用したトラック事業者と

荷主等の連携による省エネルギー効果の実証を行います。

②内航海運事業者等に対し、革新的省エネルギー技術のハード対策、省エ
ネルギー型スクラバー、運航計画や配船計画の最適化等のソフト対策を
組み合わせた省エネルギー船舶の設計建造等の経費を支援することによ
り、内航海運の更なる省エネルギー化を目指します。

民間団体等
補助

補助：
①（1/2, 1/3)
③（1/3）

使用過程車の燃費向上

貨物輸送の効率化

発荷主Ｃに寄り
荷物の集荷を
お願いします。

（Ⅰ）往路

（Ⅱ）復路

リアルタイムに位置情報を把握することで、
最短距離、最短時間で向かえる車両の選択
が可能となり、効率性が向上。

通常

動態管理システム活用
【発荷主Ａ】

【着荷主Ｂ】

（Ⅰ）往路

（Ⅱ）新たな荷物の集荷

荷物の集荷を
お願いします。

【着荷主Ｄ】

（Ⅲ）荷物を配送

【発荷主Ｃ】

（Ⅳ）復路

二重反転プロペラ
航海計画支援システム

ソフト対策省エネルギー型スクラバー

空気潤滑システム

ハード対策

③自動車の不具合等を検出できる「スキャンツール」を整備工場・
自動車関連施設に導入し、当該不具合等の発生傾向をあらか
じめ把握できる環境整備を推進します。

これにより不具合等の迅速かつ適切な修理を可能とし、使用過
程車の省エネ性能の維持を図ります。

69


